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衆
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一
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一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
欧
州
連
合
が
、
平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日
付
け
の
「
日
本
の
規
制
改
革
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
提
案
」

に
お
い
て
、
「
郵
便
貯
金
銀
行
と
郵
便
保
険
会
社
は
、
特
典
が
与
え
ら
れ
て
い
る
立
場
を
利
用
し
て
、
移
行
期
間
中
に
新
た

な
商
品
分
野
に
業
務
を
拡
大
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
、
「
郵
便
局
会
社
は
、
郵
便
貯
金
銀
行
と
郵
便
保
険
会
社
が
求
め
る
の

と
同
じ
条
件
で
、
銀
行
や
保
険
会
社
な
ど
の
市
場
参
加
者
の
代
理
店
要
請
を
、
郵
便
局
会
社
は
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

」
と
い
う
趣
旨
の
提
案
等
を
行
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
国
政
府
は
、
平
成
十
八
年
六
月
九
日
に
提
出
し
た
「
Ｅ
Ｕ
側
の
対
日

提
案
に
対
す
る
正
式
書
面
回
答
」
に
お
い
て
、
「
新
会
社
の
業
務
範
囲
の
拡
大
に
つ
い
て
主
務
大
臣
が
決
定
を
行
う
際
は
、

新
商
品
の
導
入
の
審
査
に
あ
た
り
対
等
な
競
争
条
件
及
び
経
営
の
自
由
度
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
」
、
「
郵
便
局
会

社
が
郵
便
保
険
会
社
以
外
の
保
険
会
社
と
生
命
保
険
募
集
委
託
契
約
等
を
締
結
し
、
保
険
業
法
の
規
制
に
則
り
つ
つ
こ
れ
ら

の
金
融
機
関
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
、
ま
た
、
郵
便
貯
金
銀
行
以
外
の
銀
行
と
、
銀
行
代
理
店
契
約
を
締
結
し
、
銀

行
法
の
規
制
に
則
り
こ
れ
ら
の
金
融
機
関
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
も
法
律
上
は
可
能
で
あ
る
。
」
等
の
回
答
を
行
っ

て
い
る
。

一



ま
た
、
平
成
十
七
年
十
一
月
二
日
付
け
の
「
日
米
間
の
「
規
制
改
革
及
び
競
争
政
策
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
に
関
す
る
日
米

両
首
脳
へ
の
第
四
回
報
告
書
」
（
以
下
「
第
四
回
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
日
米
両
国
政
府
の
主
張
が
お
尋
ね

の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
米
国
政
府
は
、
平
成
十
六
年
十
月
十
四
日
付
け
の
「
日
米
規
制
改
革
お
よ
び
競
争
政
策
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
基
づ

く
日
本
国
政
府
へ
の
米
国
政
府
要
望
書
」
に
お
い
て
、
郵
便
保
険
と
郵
便
貯
金
に
つ
い
て
民
間
企
業
と
完
全
に
同
一
の
競
争

条
件
を
整
備
す
る
こ
と
等
を
要
望
し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
「
郵
便
保
険
と
郵
便
貯
金
事
業
に
、
民
間
企
業
と
同
様
の
法

律
、
規
制
、
納
税
条
件
、
責
任
準
備
金
条
件
、
基
準
、
お
よ
び
規
制
監
督
を
適
用
す
る
」
、
「
新
規
の
郵
便
保
険
、
郵
便
貯

金
お
よ
び
他
の
関
連
業
務
と
の
間
の
取
引
が
ア
ー
ム
ス
レ
ン
グ
ス
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
、
完
全
な
会
計
の
透
明
性

を
含
む
適
切
な
措
置
を
実
施
す
る
」
と
い
う
趣
旨
の
要
望
等
を
行
っ
て
い
る
。
日
本
国
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て

、
第
四
回
報
告
書
に
お
い
て
、
「
新
金
融
会
社
は
、
他
の
銀
行
や
生
命
保
険
会
社
に
適
用
さ
れ
る
の
と
同
様
の
ア
ー
ム
ズ
・

レ
ン
グ
ス
・
ル
ー
ル
を
含
む
銀
行
法
及
び
保
険
業
法
に
基
づ
き
金
融
庁
に
監
督
さ
れ
、
公
開
資
本
市
場
に
お
い
て
取
引
さ
れ

る
場
合
の
要
件
を
含
め
、
他
の
民
間
株
式
会
社
に
求
め
ら
れ
る
の
と
同
様
の
会
計
及
び
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
要
件
並
び
に

、
同
様
の
納
税
義
務
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
」
こ
と
等
を
記
載
し
て
い
る
。

二



二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
現
在
、
御
指
摘
の
「
郵
政
改
革
の
基
本
方
針
」
に
基
づ
き
、
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九

号
）
、
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
等
に
代
わ
る
新
た
な
規
制
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

今
国
会
に
提
出
し
た
日
本
郵
政
株
式
会
社
、
郵
便
貯
金
銀
行
及
び
郵
便
保
険
会
社
の
株
式
の
処
分
の
停
止
等
に
関
す
る
法

律
案
は
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
の
株
式
の
処
分
の
停
止
等
を
内
容
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
御
指
摘
の
よ
う
な
懸
念
は
な
い

も
の
と
考
え
る
。

三


